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                         兵労発基０７１５第１号 

                    令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日 

 

兵庫地方最低賃金審議会  
会  長   梅 野 巨 利  殿  

 
兵  庫  労  働  局  長  

                       鈴  木  一  光  
 
             兵庫県塗料製造業最低賃金外６件の改正決定の  
       必要性の有無及び改正決定について（諮問）  
 
  最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第１項の規定に基づき、別添の

とおり、下記１から７の最低賃金の改正決定に関する申出があったので、同法第

21 条の規定により、その必要性の有無について、貴会の意見を求める。 

また、貴会における審議の結果、下記の最低賃金のうち、改正決定することを

必要と認めるとの結論に達した最低賃金の改正決定について、法第 15 条第２項

の規定に基づき、併せて貴会の調査審議をお願いする。 

 

記  
 

１ 兵庫県塗料製造業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第５号）  
 
２ 兵庫県鉄鋼業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第６号）  
 
３ 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造

業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第７号）  
 
４ 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通

信機械器具製造業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第 10 号） 

 

５ 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示

第４号） 

 

６ 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金（平

成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第３号） 

 

７ 兵庫県自動車小売業最低賃金（平成 20 年兵庫労働局最低賃金公示第２号） 

㊢ 



令和４年８月５日 

 

兵庫労働局長 

  鈴 木  一 光 殿 

 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

                          会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

兵庫県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

当審議会は、令和４年７月４日付け兵労発基 0704 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおり

の結論に達したので答申する。 

また、別紙２のとおり平成 20 年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデ

ータにより比較したところ、令和２年 10 月１日発効の兵庫県最低賃金（時間額

900 円）は令和２年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し

添える。 

なお、今回の答申に当たっては、以下のことを政府に対し強く要望する。 

 

１ 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事

業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活

用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業

への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。 

 

２ 中小企業・小規模事業者が、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材

料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を行うこと。 

 

３ 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行え

るように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主

負担部分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支

援を行うこと。 

 

 

 

㊢ 



別紙１ 

 

兵庫県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

 

１ 適用する地域 

   兵庫県の区域 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間 ９６０ 円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   法定どおり 

  



別紙２ 

 

兵庫県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(1) 件   名 兵庫県最低賃金 

(2) 最低賃金額 時間額 900 円 

(3) 発 効 日 令和２年 10 月 1 日 

 

２ 生活保護水準 

(1) 比較対象者 

18～19 歳・単身世帯者 

(2) 対象年度 

  令和２年度 

(3) 生活保護水準（令和２年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の兵庫県内の人口

加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（107,424 円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の 1箇月換算額（註）と上記２の（3）に掲げ

る金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかっ

た。 

  

（註）最低賃金 1箇月換算額 

900 円（兵庫県最低賃金）×173.8（1 箇月平均法定労働時間数） 

×0.817（可処分所得の総所得に対する比率）＝127,795 円 
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Ｉ 調 査 結 果 の 概 要

＜事業所規模： ５人以上＞

１ 賃金の動き

１人平均の月間の現金給ｉ総額は、２６１, ５２０円で前年同月比 ０． ７％減であった。

現金給与総額のうち、 きまって支給する給与は、２５０, ０８１円で３． １％增、 うち所定

内給与は、２３１, ７９９円で３． ,1％増であった。特別に支払われた給与は、 １１,, ｌ３９円であ

っ た 。  （図１）

実質賃金は、現金給 ｔ総額で前年,」１月比２． ０％減、 き ま っ て 支 給 す る 給  ｉ で １ ．  ７％

增 で あ っ た 。

な お 、 常 用 労 働 者 の う ち 般労働者の現金給与総額は３５２, ,1３９円、パートタイム労

働者は、 ９４, ８４４円であった

２ 労 働 時 間 の 動 き

総実労働ｎ寺間は、１２６． ８時間で前年同月比２． ８％増であった。

総実労働時間のうち、所定内労働時間は、１ １８． １時間で２． ６％増、所定外労働時Ｒ目ｉ
は、 ８． ７時間で４． ０％増となった。 （図２）

また、製造業の所定外方イ動時間は、１３． ０時間で５． ４％減であった。

なお、常用労働者のうち、一般労働者の総実労働ｎ寺間は、１５３． ８ 時 間 、 パ ー ト タ イ

ム労働者は、 ７７． ,１時開であった

３ 雇 用 の 動 き

推計常用 yＪ’イ動者数は、１, ７７２, ３７３人で前年同月比２． ０％減であった。 （図３ ）

主 要 な 産 業 に つ い て み て み る と 、 製 造 業 は １ ．  ９％增、卸売業, 小売業は 0． ９％減、

宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 は ８ ．  ６％増、医療,福祉は ０． ７％増であった。

ま た 、 労 働 異 動 率 の う ち 人 職 率 は ２ ．  ０６％、離職率は２． ０９％、推計常用労働者中の

パートタイムフ J’イ動者の割合は、３５． ２％であった。















































 2022 春季生活闘争　第6回回答集計　平均賃金方式（兵庫県構成組織5／31（火）10時時点） 2022/6/6

組合数 人員 計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分

～99 63 2,167 40.43 12.75 258,284 7,722 4,172 4,294 2.97 1.55 1.56 4,984 4,041 1,215 1.95 1.50 0.47

100～299 39 7,067 38.02 13.67 259,681 7,975 4,179 4,074 3.02 1.60 1.52 5,322 4,159 1,696 2.01 1.57 0.67

300未満計 102 9,234 38.57 13.45 259,375 7,914 4,178 4,117 3.01 1.59 1.53 5,237 4,135 1,602 2.00 1.56 0.63

300～999 23 12,051 38.05 14.34 276,108 7,687 4,440 3,107 2.75 1.60 1.09 5,448 4,467 1,475 1.99 1.60 0.50

1,000～ 5 8,922 39.49 15.60 308,453 5,892 4,513 3,211 1.88 1.51 1.08 8,202 5,194 969 2.58 1.72 0.33

計 130 30,207 38.64 14.42 282,123 7,178 4,373 3,448 2.51 1.58 1.22 5,949 4,490 1,350 2.13 1.61 0.48

～99 2 83 37.00 8.00 227,307 9,620 4.30 3,915 1.70

100～299 2 222 37.00 12.00 254,600 23,054 4,062 5,000 3.46 1.55 1.91 5,910 4,062 2,055 2.32 1.55 0.79

300未満計 4 305 37.00 11.38 247,173 19,398 4,062 5,000 3.76 1.55 1.91 5,367 4,062 2,055 2.15 1.55 0.79

1,000～ 3 4,273 42.14 19.23 324,648 6,904 4,195 4,555 2.18 1.32 1.45 4,643 4,195 752 1.47 1.32 0.10

計 7 4,578 41.99 19.00 319,487 7,736 4,192 4,574 2.24 1.32 1.47 4,691 4,192 807 1.52 1.32 0.12

～99 7 241 59.00 36.00 181,500 9,870 3,305 2.36

100～299 1 130 800 0.50

300未満計 8 371 59.00 36.00 181,500 9,870 2,427 0.54

300～999 5 3,020 37.89 10.56 245,599 6,622 4,552 806 2.62 1.85 0.36 4,302 4,883 455 1.79 2.04 0.23

1,000～ 2 2,400 42.64 15.77 4,410 3,500 1.59 1.39

計 15 5,791 40.01 12.88 245,524 6,837 4,552 806 2.62 1.85 0.36 4,226 4,354 455 1.67 1.79 0.23

300～999 1 393 31.00 4.20 206,204 2,212 2,212 1.07 1.07 2,212 2,212 1.07 1.07

計 1 393 31.00 4.20 206,204 2,212 2,212 1.07 1.07 2,212 2,212 1.07 1.07

～99 6 211 42.50 15.78 256,018 6,551 4,144 2,486 2.37 1.48 0.98 5,430 4,144 1,472 2.10 1.48 0.58

300未満計 6 211 42.50 15.78 256,018 6,551 4,144 2,486 2.37 1.48 0.98 5,430 4,144 1,472 2.10 1.48 0.58

300～999 1 852 42.10 8.50 215,371 8,347 2,347 6,000 3.88 1.09 2.79 2,347 2,347 0 1.09 1.09 0.00

計 7 1,063 42.15 9.39 223,439 8,098 2,510 5,492 3.73 1.12 2.53 2,774 2,510 213 1.23 1.12 0.08

～99 78 2,702 40.54 12.92 256,615 7,882 4,170 4,115 2.99 1.55 1.49 4,816 4,048 1,242 1.95 1.49 0.49

100～299 42 7,419 38.01 13.64 259,498 8,495 4,177 4,093 3.03 1.60 1.53 5,253 4,157 1,704 1.99 1.57 0.67

300未満計 120 10,121 38.61 13.46 258,800 8,329 4,175 4,098 3.02 1.59 1.52 5,131 4,134 1,607 1.98 1.56 0.63

300～999 30 16,316 38.07 12.90 264,956 7,389 4,272 2,934 2.74 1.60 1.08 4,981 4,338 1,184 1.87 1.62 0.41

1,000～ 10 15,595 40.86 16.76 313,698 6,220 4,336 3,785 1.98 1.40 1.24 6,160 4,473 912 1.98 1.48 0.24

300以上計 40 31,911 39.47 14.80 288,511 6,831 4,295 3,190 2.37 1.53 1.13 5,488 4,391 1,062 1.92 1.57 0.32

計 160 42,032 39.27 14.50 281,699 7,194 4,268 3,427 2.50 1.54 1.23 5,399 4,336 1,191 1.94 1.56 0.39

業種別
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均）

2022回答

要求ベース

2022要求

計

その他

平均年齢 平均勤続

製造業

商業流通

交通運輸

サービス・ホテル

額 率 額 率
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 2022 春季生活闘争　第6回回答集計　平均賃金方式（兵庫県構成組織5／31（火）10時時点） 2022/6/6

組合数 人員

～99 63 2,167

100～299 39 7,067

300未満計 102 9,234

300～999 23 12,051

1,000～ 5 8,922

計 130 30,207

～99 2 83

100～299 2 222

300未満計 4 305

1,000～ 3 4,273

計 7 4,578

～99 7 241

100～299 1 130

300未満計 8 371

300～999 5 3,020

1,000～ 2 2,400

計 15 5,791

300～999 1 393

計 1 393

～99 6 211

300未満計 6 211

300～999 1 852

計 7 1,063

～99 78 2,702

100～299 42 7,419

300未満計 120 10,121

300～999 30 16,316

1,000～ 10 15,595

300以上計 40 31,911

計 160 42,032

業種別
集計組合

計

その他

製造業

商業流通

交通運輸

サービス・ホテル

計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分

40.84 13.24 250,763 7,806 4,208 4,172 3.14 1.60 1.54 4,580 4,051 1,148 1.84 1.52 0.46

38.01 13.48 259,226 7,824 4,183 4,017 3.00 1.61 1.52 5,353 4,109 1,803 2.04 1.55 0.72

39.57 13.35 254,261 7,812 4,196 4,092 3.08 1.60 1.53 4,857 4,080 1,481 1.91 1.54 0.60

37.94 14.10 275,735 7,871 4,484 3,187 2.84 1.62 1.14 5,525 4,491 1,489 2.03 1.61 0.52

39.40 16.48 308,106 7,179 4,592 3,190 2.31 1.53 1.07 7,842 5,350 1,230 2.50 1.77 0.42

39.27 13.62 261,248 7,796 4,286 3,835 2.99 1.61 1.40 5,077 4,238 1,470 1.96 1.57 0.57

37.00 8.00 234,011 9,750 4.30 4,558 1.93

37.00 12.00 254,537 23,181 4,062 5,000 3.46 1.55 1.91 5,909 4,062 2,055 2.32 1.55 0.79

37.00 10.00 244,274 16,466 4,062 5,000 3.88 1.55 1.91 5,233 4,062 2,055 2.12 1.55 0.79

42.07 19.10 319,650 7,310 4,198 4,668 2.36 1.34 1.53 4,769 4,198 856 1.54 1.34 0.13

40.04 15.46 276,578 12,542 4,164 4,779 2.97 1.40 1.65 5,034 4,164 1,256 1.87 1.40 0.30

59.00 36.00 181,500 9,767 3,355 2.36

800 0.50

59.00 36.00 181,500 9,767 3,036 1.43

39.38 11.48 256,609 7,377 4,752 833 2.79 1.87 0.36 4,201 5,335 400 1.69 2.16 0.19

42.40 16.30 4,500 3,500 1.61 1.39

42.59 15.75 241,587 8,811 4,752 833 2.79 1.87 0.36 3,619 4,877 400 1.61 1.97 0.19

31.00 4.20 206,204 2,212 2,212 1.07 1.07 2,212 2,212 1.07 1.07

31.00 4.20 206,204 2,212 2,212 1.07 1.07 2,212 2,212 1.07 1.07

43.67 20.00 257,649 7,292 4,421 3,667 2.68 1.52 1.46 5,575 4,421 2,021 2.15 1.52 0.80

43.67 20.00 257,649 7,292 4,421 3,667 2.68 1.52 1.46 5,575 4,421 2,021 2.15 1.52 0.80

42.10 8.50 215,371 8,347 2,347 6,000 3.88 1.09 2.79 2,347 2,347 0 1.09 1.09 0.00

43.28 17.13 251,609 7,468 3,903 4,250 2.98 1.37 1.79 5,037 3,903 1,516 1.97 1.37 0.60

41.32 14.03 249,603 7,987 4,230 4,123 3.14 1.59 1.53 4,531 4,088 1,232 1.88 1.52 0.50

37.99 13.44 258,942 8,678 4,179 4,049 3.02 1.61 1.53 5,260 4,107 1,811 2.00 1.55 0.72

39.89 13.79 253,187 8,217 4,205 4,086 3.09 1.60 1.53 4,772 4,097 1,517 1.93 1.54 0.61

38.12 13.00 267,796 7,596 4,350 3,010 2.81 1.62 1.11 5,073 4,416 1,263 1.90 1.63 0.44

40.96 17.31 312,435 7,228 4,395 3,781 2.33 1.44 1.25 6,075 4,592 1,105 1.98 1.53 0.29

38.87 14.11 278,300 7,509 4,359 3,143 2.69 1.58 1.13 5,310 4,454 1,228 1.92 1.61 0.41

39.59 13.88 260,302 8,048 4,260 3,785 2.96 1.59 1.39 4,908 4,226 1,428 1.92 1.56 0.54

１組合あたり平均（単純平均）

平均年齢

2022回答

額 率

2022要求

平均勤続 要求ベース 額 率
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社数 年齢 勤続 基礎賃金 昇給総額 昨年実績 社数 基礎賃金 昇給総額 昨年実績 社数 基礎賃金 昇給総額 昨年実績

49人以下 5 43.9 13.8 254,343 4,133 3,574 4 261,429 4,417 3,717 1 226,000 3,000 3,000

50～99人 6 39.5 13.2 271,710 5,102 5,432 4 263,797 5,057 5,233 2 287,537 5,191 5,832

100～299人 14 40.3 14.0 265,780 5,300 4,325 10 261,052 5,500 4,334 4 277,602 4,801 4,300

300～499人 8 37.8 13.8 287,409 6,486 5,889 7 286,164 6,951 6,311 1 296,122 3,235 3,359

500～999人 2 39.7 13.6 330,228 5,910 5,964 2 330,228 5,910 5,964

1,000人以上 6 39.7 14.7 305,610 6,767 4,880 6 305,610 6,767 4,880

499人以下小計 41 40.2 13.9 277,408 5,602 4,733 41 277,408 5,602 4,733 41 277,408 5,602 4,733

500人以上小計 41 40.2 13.9 277,408 5,602 4,733 41 277,408 5,602 4,733 41 277,408 5,602 4,733

製造業合計 41 40.0 13.9 278,446 5,605 4,836 33 279,051 5,878 4,944 8 275,950 4,478 4,403

49人以下 7 46.5 11.9 260,768 2,556 2,293 4 246,772 3,089 3,138 3 279,429 1,847 1,167

50～99人 5 45.3 14.9 299,534 8,523 3,968 2 361,410 14,019 2,455 3 258,284 4,859 4,472

100～299人 5 42.0 17.8 312,209 6,563 5,072 3 302,664 7,092 5,243 2 326,526 5,770 4,816

300～499人

500～999人 2 38.7 15.8 269,188 2,796 1,845 1 283,812 3,634 2,123 1 254,563 1,957 1,566

1,000人以上 1 45.9 23.0 330,196 2,808 2,892 1 330,196 2,808 2,892

499人以下小計 20 44.3 14.9 297,847 5,086 3,312 20 297,847 5,086 3,312 20 297,847 5,086 3,312

500人以上小計 20 44.3 14.9 297,847 5,086 3,312 20 297,847 5,086 3,312 20 297,847 5,086 3,312

非製造業合計 20 44.4 14.9 287,633 5,086 3,361 11 293,810 6,192 3,575 9 280,084 3,735 3,124

61 41.4 14.2 281,458 5,435 4,361 44 282,741 5,956 4,618 17 278,139 4,084 3,726

非
製
造
業

総　合　計

2022/6/21

兵庫県経営者協会調査
2022年度　春季賃上げ状況

組合がない企業組合がある企業
県下従業員

全体

製
　
造
　
業

ﾃｰﾌﾞﾙ有 ﾍﾞｱ実施 実施率 基礎賃金 昇給総額 内ベア額 ベア率 昨年総額
製造業 41 17 41.5% 277,408 5,602 1,858 0.64% 4,733
非製造業 20 5 25.0% 297,847 5,086 1,340 0.46% 3,312
全体 61 22 36.1% 284,114 5,438 1,740 0.60% 4,282

☆賃金テーブル“有”と回答した企業の「ベア」実施状況

年度 社数 基礎賃金 昇給額 賃上率（%） 年度 社数 基礎賃金 昇給額 賃上率（%）
2014 113 268,761 4,838 1.82 2018 99 271,020 5,061 1.87
2015 85 273,549 4,677 1.70 2019 109 273,272 5,019 1.86
2016 81 273,553 4,721 1.72 2020 93 274,582 4,535 1.66
2017 98 271,964 4,768 1.76 2021 100 281,518 4,501 1.62

【過去の実績推移】

実施額 実施率
全体 61 281,458 5,435 1.92% 4,361 1.54%
製造業 41 278,446 5,605 2.02% 4,836 1.70%
非製造業 20 287,633 5,086 1.72% 3,361 1.21%
組合有 44 282,741 5,956 2.08% 4,618 1.67%
組合無 17 278,139 4,084 1.50% 3,726 1.23%

社数 基礎賃金 賃上額平均 賃上げ率
前年
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令和２
年度地
域別最
低賃金

時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日
時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日 時間額

兵
庫
県

輸送用機械器
具製造業 +3 978 9月28日

6条5項
R2.12.1 +24 1,002

9月29日
6条5項

R3.12.1 928

鉄道車両・同部分品製造
業、船舶製造・修理業，舶用
機関製造業、航空機・同附
属品製造業、産業用運搬車
両・同部分品・附属品製造業
又はその他の輸送用機械器
具製造業（自動車・同部分品
製造業を除く）

北
海
道

船舶製造・修
理業、船体ブ
ロック製造業

+23 889 10月2日
6条5項

R2.12.2 +28 917 10月11日
6条5項

R3.12.10 889
船舶製造・修理業（木造
船製造・修理業及び木製
漁船製造・修理業を除く）
船体ブロック製造業

秋
田
県

自動車・同附
属品製造業 +32 877 10月12日

6条5項
R2.12.25 +30 907 9月29日

6条5項
R3.12.24 822 自動車・同附属品製造業

山
形
県

自動車・同附
属品製造業 +25 861 10月22日

10月26日
R2.12.25 +27 888 10月22日

10月25日
R3.12.25 822 自動車・同附属品製造業

福
島
県

輸送用機械
器具製造業 +19 870 10月13日

6条5項
R2.12.12 +20 890 10月14日

10月15日
R4.1.13 828 輸送用機械器具製造業

栃
木
県

自動車・同附
属品製造業 +24 920 10月16日

10月29日
R2.12.31 +27 947 10月19日

6条5項
R3.12.31 882 自動車・同附属品製造業

群
馬
県

輸送用機械器
具製造業 +24 910 10月30日

6条5項
R2.12.31 +25 935 10月19日

6条5項
R3.12.29 865

輸送用機械器具製造業
又は建設機械・鉱山機械
製造業のうち建設用ショ
ベルトラック製造業

埼
玉
県

輸送用機械
器具製造業 +27 966 9月15日

10月1日
R2.12.1 +24 990 9月15日

9月29日
R3.12.1 956

産業用運搬車両・同部分
品・附属品製造業及びそ
の他の輸送用機械器具
製造業（自転車・同部分
品製造業を除く）

輸送用機械器具製造業関係最低賃金

都
道
府
県

件名 適用する業種

令和2年度の答申状況 令和3年度の答申状況



令和２
年度地
域別最
低賃金

時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日
時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日 時間額

都
道
府
県

件名 適用する業種

令和2年度の答申状況 令和3年度の答申状況

東
京
都

自動車・同附属
品製造業、船舶
製造・修理業，
舶用機関製造
業、航空機・同
附属品製造業

- 838 - 838 1,041

自動車・同附属品製造
業、船舶製造・修理業，
舶用機関製造業、航空
機・同附属品製造業

神
奈
川
県

輸送用機械
器具製造業 - 855 - 855 1,040

輸送用機械器具製造
業又は建設用ショベル
トラック製造業

神
奈
川
県

（自動車・付
属部品製造
業）
（新設）

- - - - 1,040
自動車・
同附属品製造業

富
山
県

自動車・同附
属品製造業 +27 912 10月21日

6条5項
R2.12.19 +22 934 10月25日

6条5項
R3.12.24 877

自動車・同附属品製造
業（自動車製造（二輪
自動車を含む）を除く）

石
川
県

自動車・同附属
品、自転車・同
部分品製造業

+22 922 11月12日
6条5項

R3.1.10 +24 946 11月12日
6条5項

R3.12.31 861
自動車・同附属品製造
業又は自転車・同部分
品製造業

山
梨
県

自動車・同附
属品製造業 +23 919 10月20日

11月16日
R3.1.14 +19 938 10月12日

6条5項
R3.12.11 866 自動車・同附属品製造業

岐
阜
県

自動車・同附
属品製造業 +22 932 10月15日

10月19日
R2.12.21 +19 951 10月15日

10月19日
R3.12.21 880 自動車・同附属品製造業

岐
阜
県

航空機・同附
属品製造業 +21 971 10月8日

10月19日
R2.12.21 +0 971 10月15日

10月19日
R2.12.21 880 航空機・同附属品製造業

静
岡
県

はん用機械器
具、生産用機械
器具、業務用機
械器具、輸送用
機械器具製造
業

+21 951 10月12日
10月20日

R2.12.21 +19 970 10月15日
10月20日

R3.12.20 913

一般機械器具製造業（ボイ
ラ・原動機製造業を除く）、輸
送用機械器具製造業（鉄道
車両・同部分品製造業、航
空機・同附属品製造業及び
自転車・同部分品製造業を
除く。）

申出なし

必要性なし 必要性なし

申出なし 申出なし

申出なし



令和２
年度地
域別最
低賃金

時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日
時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日 時間額

都
道
府
県

件名 適用する業種

令和2年度の答申状況 令和3年度の答申状況

愛
知
県

輸送用機械
器具製造業 +21 957 10月2日

10月14日
R2.12.16 +19 976 10月1日

10月14日
R3.12.16 955

輸送用機械器具製造業（自
転車・同部分品製造業及び
船舶製造・修理業、舶用機
関製造業を除く。建設用ショ
ベルトラック製造業を含む）

三
重
県

建設機械・鉱山機
械製造業、自動
車・同附属品製造
業、船舶製造・修
理業，舶用機関製
造業、産業用運搬
車両・同部分品・
附属品製造業、そ
の他の輸送用機
械器具製造業

+21 942 10月20日
10月22日

R2.12.21 +20 962 10月18日
10月21日

R3.12.21 902

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業，舶用機
関製造業、産業用運搬車
両・同部分品・附属品製造
業、その他の輸送用機械器
具製造業又は建設用機械・
鉱山機械製造業のうち建設
用ショベルトラック製造業

滋
賀
県

自動車・同附
属品製造業 +22 936 10月26日

10月30日
R2.12.31 +21 957 10月20日

10月23日
R3.12.30 896 自動車・同附属品製造業

京
都
府

輸送用機械器
具製造業、建
設機械・鉱山
機械製造業

+20 947 10月26日
11月4日

－ +21 968 11月8日
11月28日

R4.1.26 937
輸送用機械器具製造業（自
転車・同部分品製造業を除
く）又は建設機械・鉱山機械
製造業のうち建設用ショベル
トラック製造業）

大
阪
府

自動車・同附
属品製造業 +29 970 9月25日

6条5項
R2.12.1 +28 998 9月15日

6条5項
R3.12.1 992 自動車・同附属品製造業

島
根
県

自動車・同附
属品製造業 +28 887 10月6日

6条5項
R2.12.5 +32 919 10月28日

6条5項
R3.12.29 821

自動車・同附属品製造業
（自動車製造（二輪自動
車を含む）を除く）

岡
山
県

自動車・同附
属品製造業 +21 921 +15 936 11月4日

6条5項
R4.1.5 862 自動車・同附属品製造業

岡
山
県

船舶製造・修
理業、舶用機
関製造業

+23 954 +26 980 11月10日
6条5項

R4.1.8 862
船舶製造・修理業、舶用機
関製造業（船舶製造・修理業
のうち木造船製造・修理業、
木製漁船製造・修理業及び
舟艇製造・修理業を除く）

広
島
県

自動車・同附
属品製造業 +23 915 10月28日

10月30日
R2.12.31 +23 938 10月29日

11月１日
R3.12.31 899 自動車・同附属品製造業

必要性なし

必要性なし



令和２
年度地
域別最
低賃金

時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日
時間
額前
年差

時間額
部会結審日
本審答申日

発効日 時間額

都
道
府
県

件名 適用する業種

令和2年度の答申状況 令和3年度の答申状況

広
島
県

船舶製造・修
理業、舶用機
関製造業

+23 957 10月26日
10月30日

R2.12.31 +20 977 10月26日
11月1日

R3.12.31 899 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

山
口
県

輸送用機械器
具製造業 +28 937 10月6日

6条5項
R2.12.15 +28 965 11月1日

6条5項
R3.12.15 857

輸送用機械器具製造業（航
空機・同附属品製造業、産
業用運搬車両・同部分品・附
属品製造業及びその他の輸
送用機械器具製造業（自転
車・同部分品製造業を除く）
を除く

香
川
県

船舶製造・修
理業、舶用機
関製造業

+28 956 10月9日
6条5項

R2.12.15 +24 980 10月12日
6条5項

R3.12.15 899 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

愛
媛
県

船舶製造・修
理業、舶用機
関製造業

+28 938 10月22日
6条5項

R2.12.25 +24 962 10月25日
6条5項

R3.12.25 821 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

福
岡
県

輸送用機械器
具製造業 +21 944 10月8日

6条5項
－ +13 957 10月6日

10月9日
R4.1.7 870

輸送用機械器具製造業
（自転車・同部分品製造
業、船舶製造・修理業，
舶用機関製造業を除く）

長
崎
県

船舶製造・修
理業、舶用機
関製造業

+14 875 - 875 821 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

熊
本
県

自動車・同附
属品製造業、
船舶製造・修
理業，舶用機
関製造業

+30 888 10月7日
6条5項

R2.12.15 +14 902 10月13日
6条5項

R3.12.15 821
自動車・同附属品製造業
又は船舶製造・修理業，
舶用機関製造業

大
分
県

自動車・同附
属品製造業、
船舶製造・修
理業，舶用機
関製造業

+25 878 10月20日
6条5項

R2.12.25 +16 894 10月19日
10月26日

R3.12.25 822

自動車・同附属品製造業及
び船舶製造・修理業、舶用
機関製造業（船舶製造・修理
業のうち木造船製造・修理
業、木製漁船製造・修理業
及び舟艇製造・修理業を除
く）

申出なし申出なし


